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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】平成25年5月16日(2013.5.16)
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【手続補正書】
【提出日】平成25年3月28日(2013.3.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　非水性歯磨組成物であって、
　ａ．カラギーナンゴムおよびカルボキシメチルセルロースゴムからなる群から選択され
る少なくとも１種類のゴム；ならびに
　ｂ．生体許容性－生物活性ガラス
を含み、エッチングした象牙質の流体流速の約４５％を超えない、象牙質の流体流速を付
与する口腔ケア組成物。
【請求項２】
　少なくとも１種類のゴムがカラギーナンゴムである、請求項１に記載の歯磨組成物。
【請求項３】
　カラギーナンゴムが、ベータ－、イオタ－、カッパ－およびラムダ－タイプのカラギー
ナンからなる群から選択される、請求項２に記載の歯磨組成物。
【請求項４】
　少なくとも１種類のカラギーナンゴムがイオタ－カラギーナンである、請求項３に記載
の歯磨組成物。
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【請求項５】
　イオタ－カラギーナンが０．０１重量％から５．０重量％までの量で存在する、請求項
４に記載の歯磨組成物。
【請求項６】
　少なくとも１種類のゴムがカルボキシメチルセルロースゴムである、請求項１に記載の
歯磨組成物。
【請求項７】
　カルボキシメチルセルロースゴムがカルボキシメチルセルロースナトリウムである、請
求項６に記載の歯磨組成物。
【請求項８】
　カルボキシメチルセルロースナトリウムが０．０１重量％から５．０重量％までの量で
存在する、請求項７に記載の歯磨組成物。
【請求項９】
　さらに少なくとも１種類の無水保湿剤を含む、請求項１乃至請求項８のいずれか１項に
記載の歯磨組成物。
【請求項１０】
　無水保湿剤がグリセリンである、請求項９に記載の歯磨組成物。
【請求項１１】
　グリセリンが２０．０重量％から８０．０重量％までの量で存在する、請求項１０に記
載の歯磨組成物。
【請求項１２】
　生体許容性－生物活性ガラスがリンケイ酸ナトリウムカルシウムである、請求項１乃至
請求項１１のいずれか１項に記載の歯磨組成物。
【請求項１３】
　リンケイ酸ナトリウムカルシウムが１．０重量％から２０重量％までの量で存在する、
請求項１２に記載の歯磨組成物。
【請求項１４】
　さらに少なくとも１種類の界面活性剤を含む、請求項１乃至請求項１３のいずれか１項
に記載の歯磨組成物。
【請求項１５】
　少なくとも１種類の界面活性剤がラウリル硫酸ナトリウムである、請求項１４に記載の
歯磨組成物。
【請求項１６】
　少なくとも１種類の界面活性剤がコポリマーである、請求項１４に記載の歯磨組成物。
【請求項１７】
　コポリマーがエチレンオキシド／プロピレンオキシドコポリマーである、請求項１６に
記載の歯磨組成物。
【請求項１８】
　さらにカリウム塩を含む、請求項１乃至請求項１７のいずれか１項に記載の歯磨組成物
。
【請求項１９】
　カリウム塩が塩化カリウムである、請求項１８に記載の歯磨組成物。
【請求項２０】
　さらにフッ化物塩を含む、請求項１乃至請求項１９のいずれか１項に記載の歯磨組成物
。
【請求項２１】
　フッ化物塩がモノフルオロリン酸ナトリウムである、請求項２０に記載の歯磨組成物。
【請求項２２】
　さらに増白剤を含む、請求項１乃至請求項２１のいずれか１項に記載の歯磨組成物。
【請求項２３】
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　増白剤が二酸化チタンである、請求項２２に記載の歯磨組成物。
【請求項２４】
　さらに歯石防除剤を含む、請求項１乃至請求項２３のいずれか１項に記載の歯磨組成物
。
【請求項２５】
　さらに抗細菌剤を含む、請求項１乃至請求項２４のいずれか１項に記載の歯磨組成物。
【請求項２６】
　非水性歯磨組成物であって、
　ａ．０．０１重量％から５．０重量％までの、カラギーナンゴムおよびカルボキシメチ
ルセルロースゴムからなる群から選択される少なくとも１種類のゴム；
　ｂ．２０．０重量％から８０．０重量％までの少なくとも１種類の保湿剤；
　ｃ．１．０重量％から２０．０重量％までの生体許容性－生物活性ガラス；
　ｄ．１．０重量％から３０．０重量％までの少なくとも１種類の界面活性剤；
　ｅ．０．０１重量％から１０．０重量％までのカリウム塩；
　ｆ．０．０１重量％から５．０重量％までのフッ化物塩；ならびに
　ｇ．０．０１重量％から５．０重量％までの増白剤
を含み、エッチングした象牙質の流体流速の約４５％を超えない、象牙質の流体流速を付
与する口腔ケア組成物。
【請求項２７】
　少なくとも１種類のゴムがカラギーナンゴムである、請求項２６に記載の歯磨組成物。
【請求項２８】
　カラギーナンゴムが、ベータ－、イオタ－、カッパ－およびラムダ－タイプのカラギー
ナンからなる群から選択される、請求項２７に記載の歯磨組成物。
【請求項２９】
　少なくとも１種類のカラギーナンゴムがイオタ－カラギーナンである、請求項２８に記
載の歯磨組成物。
【請求項３０】
　少なくとも１種類のゴムがカルボキシメチルセルロースゴムである、請求項２６に記載
の歯磨組成物。
【請求項３１】
　カルボキシメチルセルロースゴムがカルボキシメチルセルロースナトリウムである、請
求項３０に記載の歯磨組成物。
【請求項３２】
　少なくとも１種類の保湿剤が無水保湿剤である、請求項２６に記載の歯磨組成物。
【請求項３３】
　無水保湿剤がグリセリンである、請求項３２に記載の歯磨組成物。
【請求項３４】
　生体許容性－生物活性ガラスがリンケイ酸ナトリウムカルシウムである、請求項２６に
記載の歯磨組成物。
【請求項３５】
　少なくとも１種類の界面活性剤がラウリル硫酸ナトリウムである、請求項２６に記載の
歯磨組成物。
【請求項３６】
　少なくとも１種類の界面活性剤がコポリマーである、請求項２６に記載の歯磨組成物。
【請求項３７】
　コポリマーがエチレンオキシド／プロピレンオキシドコポリマーである、請求項３６に
記載の歯磨組成物。
【請求項３８】
　カリウム塩が塩化カリウムである、請求項２６に記載の歯磨組成物。
【請求項３９】
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　フッ化物塩がモノフルオロリン酸ナトリウムである、請求項２６に記載の歯磨組成物。
【請求項４０】
　増白剤が二酸化チタンである、請求項２６に記載の歯磨組成物。
【請求項４１】
　さらに歯石防除剤を含む、請求項２６乃至請求項４０のいずれか１項に記載の歯磨組成
物。
【請求項４２】
　さらに抗細菌剤を含む、請求項２６乃至請求項４１のいずれか１項に記載の歯磨組成物
。
【請求項４３】
　知覚過敏症の歯を清浄化するための非水性歯磨組成物であって、歯磨組成物が
　ａ．０．０１重量％から５．０重量％までの、カラギーナンゴムおよびカルボキシメチ
ルセルロースゴムからなる群から選択される少なくとも１種類のゴム；
　ｂ．２０．０重量％から８０．０重量％までの少なくとも１種類の保湿剤；
　ｃ．１．０重量％から２０．０重量％までの生体許容性－生物活性ガラス；
　ｄ．１．０重量％から３０．０重量％までの少なくとも１種類の界面活性剤；
　ｅ．０．０１重量％から１０．０重量％までのカリウム塩；
　ｆ．０．０１重量％から５．０重量％までのフッ化物塩；ならびに
　ｇ．０．０１重量％から５．０重量％までの増白剤
を含み、口腔ケア組成物がエッチングした象牙質の流体流速の約４５％を超えない、象牙
質の流体流速を付与し、その必要がある被験対象の知覚過敏症の歯を該組成物と接触させ
る、非水性歯磨組成物。
【請求項４４】
　知覚過敏症の歯を増白するための非水性歯磨組成物であって、歯磨組成物が
　ａ．０．０１重量％から５．０重量％までの、カラギーナンゴムおよびカルボキシメチ
ルセルロースゴムからなる群から選択される少なくとも１種類のゴム；
　ｂ．２０．０重量％から８０．０重量％までの少なくとも１種類の保湿剤；
　ｃ．１．０重量％から２０．０重量％までの生体許容性－生物活性ガラス；
　ｄ．１．０重量％から３０．０重量％までの少なくとも１種類の界面活性剤；
　ｅ．０．０１重量％から１０．０重量％までのカリウム塩；
　ｆ．０．０１重量％から５．０重量％までのフッ化物塩；ならびに
　ｇ．０．０１重量％から５．０重量％までの増白剤
を含み、口腔ケア組成物がエッチングした象牙質の流体流速の約４５％を超えない、象牙
質の流体流速を付与し、その必要がある被験対象の知覚過敏症の歯を該組成物と接触させ
る、非水性歯磨組成物。
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